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○滋賀県食の安全・安心推進条例施行規則

平成21年12月25日滋賀県規則第72号

改正

平成22年４月１日規則第28号

滋賀県食の安全・安心推進条例施行規則をここに公布する。

滋賀県食の安全・安心推進条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、滋賀県食の安全・安心推進条例（平成21年滋賀県条例第90号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（用語）

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

（軽微な変更）

第３条 条例第８条第６項の規則で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更とす

る。

(１) 食の安全・安心の確保に関する施策の目標に関する指標の数値の１割以内の変更

(２) 法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更

(３) 用語、名称等の変更、誤記の訂正その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更

(４) 推進計画以外の県の計画について、地方自治法第138条の４第３項の規定に基づく知事の附

属機関またはこれに準ずる機関の審議を経てされた変更に伴う変更

(５) 前各号に掲げるもののほか、記載事項の趣旨の変更を伴わない変更

（提案書の記載事項）

第４条 条例第10条第２項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(１) 提案者の氏名、住所および連絡先（法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名、

主たる事務所の所在地および連絡先）

(２) 県内に住所および主たる事務所のいずれをも有しない者にあっては、県内に有する事務所

または事業所（複数の事務所または事業所を有する場合にあっては、いずれか一の事務所また

は事業所）の名称および所在地

(３) 提案の内容が既に存する施策の変更その他の必要な見直しに係るものである場合は、当該

施策の名称、根拠規定その他の対象となる施策を特定するために必要な事項

(４) 提案の具体的内容
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(５) 提案の理由

（認証の基準）

第５条 条例第13条第１項の規則で定める基準は、別表に掲げる事項がおおむね満たされているこ

ととする。

（認証の方法）

第６条 認証は、施設ごとおよび業種（食品衛生法施行令（昭和28年政令第229号）第35条各号に掲

げる営業の種別または当該種別に類似するものとして知事が別に定める営業の種別をいう。以下

同じ。）ごとにするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、業種

に加え、食品群（製造工程等が類似する食品等の区分として、業種ごとに知事が別に定めるもの

をいう。以下同じ。）を限定して認証をすることができる。

２ 知事は、必要があると認めるときは、認証に条件を付し、およびこれを変更することができる。

（認証書の交付等）

第７条 知事は、認証をしたときは、認証工程事業者に対し、滋賀県食品自主衛生管理認証書（別

記様式第１号。以下「認証書」という。）を交付するとともに、当該認証をした内容を公表する

ものとする。

２ 認証工程事業者は、認証書を亡失し、またはき損したときは、滋賀県食品自主衛生管理認証書

再交付申請書（別記様式第２号）に認証書その他の知事が別に定める書類を添えて知事に申請し、

その再交付を受けることができる。

３ 認証工程事業者は、認証書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、滋賀県食品自主衛生

管理認証書書換交付申請書（別記様式第３号）に認証書その他の知事が別に定める書類を添えて

知事に申請し、認証書の書換えを受けなければならない。

４ 認証工程事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、認証書を知事に返納し

なければならない。

(１) 条例第13条第３項または第15条第３項の規定により認証が効力を失ったとき。

(２) 条例第16条第１項の規定により認証が取り消されたとき。

(３) 第２項の規定による再交付を受けた後において、亡失した認証書を発見し、または回復し

たとき。

（認証の申請の方法）

第８条 条例第13条第２項（同条第５項において準用する場合を含む。）の規定による認証または

認証の更新の申請は、滋賀県食品自主衛生管理認証（更新）申請書（別記様式第４号）に、次の
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各号に掲げる申請の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類および物件を添えて知事に提出す

ることにより行わなければならない。この場合において、添付する書類は、書面により作成され

たものでなければならない。

(１) 新規の認証の申請 認証の申請前３月以内に製造等を行った製品（認証工程において製造

等をする食品等をいう。以下同じ。）に係る次のアからクまでに掲げる書類および物件（次の

ア、イおよびエからキまでに掲げる書類にあっては、一の製品群（食品群をより細分した区分

であって、製造等の工程が類似する製品ごとに認証を受けようとする食品等事業者が設定した

ものをいう。以下同じ。）に複数の製品が属する場合における当該複数の製品に係る書類につ

いては、当該製品群に属する主要な一の製品に係る書類。次号アにおいて同じ。）。ただし、

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第13条第１項の規定に基づく総合衛生管理製造過程を経て

製造等を行うことについての承認を受けている工程について認証を受けようとする者について

は、次のア、イおよびエからキまでに掲げる書類は、添付することを要しない。

ア 別表１の項(２)に規定する書類

イ 別表２の項に規定する製品説明書

ウ 別表３の項(１)から(３)までに規定する書類（同項(２)イに規定する分別流通管理証明書

にあっては、当該分別流通管理証明書を保有すべき原材料の種類ごとに直近に使用した原材

料に係るもの）および同項(４)に規定する製品の表示に係る見本

エ 別表４の項に規定する製造工程一覧図

オ 別表５の項に規定する施設の平面図

カ 別表６の項(１)および(２)に規定する重要工程管理表

キ 別表７の項に規定する事故等処理手順書

ク その他知事が必要と認める書類および物件

(２) 条例第13条第５項において準用する同条第２項の規定による認証の更新の申請（以下「更

新の申請」という。） 次のアおよびイに掲げる書類および物件

ア 更新の申請前１年以内に製造等を行った製品（既に製造等を取りやめたものを除く。）に

係る前号アからクまでに掲げる書類および物件（新規の認証の申請、更新の申請または条例

第14条の規定に基づく変更の承認の申請の際に既に添付した書類の記載事項または物件の表

示事項（以下「既提出書類等記載事項等」という。）に変更がないものを除く。）

イ その他知事が別に定める書類および物件

２ 前項の規定にかかわらず、知事が適当と認めるときは、前項の規定に基づき添付すべき書類に
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ついて、当該書類の内容を知事に示すことをもって当該書類の添付に代えることができる。

３ 更新の申請は、認証の有効期間が満了する日の４月前から有効期間が満了する日までの間に行

わなければならない。

４ 前３項に定めるもののほか、新規の認証の申請および更新の申請に関し必要な事項は、知事が

別に定める。

（認証の有効期間）

第９条 条例第13条第３項の規則で定める期間は、次表の左欄に掲げる認証の日の区分に応じ、そ

れぞれ当該右欄に定める日までの期間とする。

３月２日から７月１日までの日 認証の日から起算して３年を経過する日以後の

最初の６月末日

７月２日から11月１日までの日 認証の日から起算して３年を経過する日以後の

最初の10月末日

11月２日から翌年の３月１日までの日 認証の日から起算して３年を経過する日以後の

最初の２月末日

（認証に係る表示の方法）

第10条 条例第13条第６項の規定による表示をするときは、次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。

(１) 虚偽のまたは誤解を招くおそれのある事項を表示しないこと。

(２) 文字により表示をする場合には、次のいずれかの文字を含むこと。ただし、別に定めると

ころにより知事の承認を得た場合は、この限りでない。

ア 「セーフードしが」

イ 「滋賀県」、「認証」および「衛生管理」

ウ 「滋賀県」、「認証」および「Ｓ－ＨＡＣＣＰ」

(３) 図柄により表示をする場合には、認証マーク（別記様式第５号）によること。ただし、別

に定めるところにより知事の承認を得た場合は、この限りでない。

２ 前項に定めるもののほか、認証に係る表示に関し必要な事項は、知事が別に定める。

（変更の承認の対象となる事項）

第11条 条例第14条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(１) 認証工程において製造等をする食品等の種類（次のアまたはイに掲げる場合に限る。）

ア 認証の申請または更新の申請の際に添付し、または添付に代えて提示した書類に係る製品

の属する食品群と業種を同じくする他の食品群に属する食品等の製造等を行おうとする場合

（イに掲げる場合を除く。）

イ 第６条第１項後段の規定に基づき食品群を限定した認証を受けている者が、当該認証に係

る食品群と業種を同じくする他の食品群に属する食品等の製造等を行う工程を認証の対象に

しようとする場合

ウ 認証に係る食品群が複数ある場合において、そのうちの一部の食品群に属するすべての食

品等について、製造等を取りやめ、または辞退しようとする場合

(２) 別表６の項第１号アからオまでに掲げる事項

（変更の承認の申請の方法）

第12条 条例第14条の規定による変更の承認の申請は、滋賀県食品自主衛生管理認証変更承認申請

書（別記様式第６号）に次のアおよびイに掲げる書類および物件を添えて知事に提出することに

より行わなければならない。

ア 第８条第１項第１号アからクまでに掲げる書類および物件（既提出書類等記載事項等に変

更がないものを除く。）

イ その他知事が別に定める書類および物件

２ 前項に定めるもののほか、変更の承認の申請に関し必要な事項は、知事が別に定める。

（廃止等の届出の方法）

第13条 条例第15条第１項または第２項の規定による届出は、滋賀県食品自主衛生管理認証工程廃

止・辞退届（別記様式第７号）を知事に提出することにより行わなければならない。

（認証の取消事由）

第14条 条例第16条第１項第３号の食品衛生法その他の法令の規定で規則で定めるものは、次に掲

げる規定とする。

(１) 食品衛生法の規定

(２) 食品衛生法の規定に基づく命令の規定

(３) 滋賀県食品衛生基準条例（平成12年滋賀県条例第54号）の規定

２ 条例第16条第１項第３号の食品衛生法その他の法令の規定による禁止で規則で定めるものは、

食品衛生法第７条、第８条（同法第62条第１項において準用する場合を含む。）および第17条（同

法第62条第１項および第３項において準用する場合を含む。）の規定による禁止とする。
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（輸入業の届出）

第15条 条例第17条第１項の規定による輸入業の開始の届出は、食品等輸入業に関する届出書（別

記様式第８号）によるものとする。

２ 条例第17条第１項第４号の規則で定める事項は、輸入をした食品等の県内にある保管場所のう

ち主要なものの所在地（県内に保管場所がない場合は、県外にある保管場所のうち主要なものの

存する都道府県名および市名）とする。

３ 条例第17条第２項の規則で定める軽微な変更は、主要な輸入品目または業務の形態の変更とす

る。

４ 条例第17条第２項の規定による輸入業の廃止または変更の届出は、食品等輸入業廃止（変更）

届出書（別記様式第９号）によるものとする。

（健康被害情報等の報告事項）

第16条 条例第18条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(１) 生産者または食品等事業者の氏名および住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名およ

び主たる事務所の所在地）

(２) 報告に係る流通食品等または調理をした食品（以下この条において「対象食品等」という。）

の生産もしくは製造、加工もしくは輸入または調理を行った施設、事業所その他の場所の名称

および所在地

(３) 対象食品等の名称、商品名その他の対象食品等を特定できる情報

(４) 対象食品等の流通または提供の状況

(５) 条例第18条第１項第１号または第２号に該当する事実の内容および当該事実を把握した経

緯

(６) 対象食品等の摂取または使用に伴う人の健康に係る被害の有無および内容ならびに被害の

拡大の可能性

(７) 対象食品等について衛生上の危害を除去するために講ずる措置の内容

(８) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

（報告の対象となる違反等に係る規定）

第17条 条例第18条第１項第１号の食品衛生法の規定で規則で定めるものは、次に掲げる規定とす

る。

(１) 食品衛生法第６条（同法第62条第１項および第２項において準用する場合を含む。）、第

９条、第10条（同法第62条第１項において準用する場合を含む。）、第11条第２項（同法第62
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条第１項および第２項において準用する場合を含む。）および第３項、第16条（同法第62条第

１項および第３項において準用する場合を含む。）、第18条第２項（同法第62条第１項および

第３項において準用する場合を含む。）、第20条（同法第62条第１項において準用する場合を

含む。）ならびに第25条第１項（同法第62条第１項および第３項において準用する場合を含む。）

の規定

(２) 食品衛生法第19条第２項の規定（次のアからウまでに掲げるものに係る場合に限る。）

ア 食品衛生法施行規則（昭和23年厚生省令第23号）第21条第１項第１号ロまたは乳及び乳製

品の成分規格等に関する省令（昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。）第７

条第２項第２号ホ、第３号ヲもしくは第４号チの規定による消費期限または賞味期限の表示

について、消費期限にあっては定められた方法により保存した場合において腐敗、変敗その

他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限、賞味期限に

あっては定められた方法により保存した場合において期待されるすべての品質の保持が十分

に可能であると認められる期限より、それぞれ、後の年月日を表示したもの

イ 食品衛生法施行規則第21条第１項第１号ヘ、トもしくはヌまたは乳等省令第７条第２項第

３号チもしくはリもしくは同項第４号ホもしくはヘに定める特定原材料の表示の基準に違反

するもの

ウ 食品衛生法施行規則第21条第１項第１号チまたは乳等省令第７条第２項第２号ヘ、第３号

ワもしくは第４号リに定める保存の方法の表示の基準に違反するもの

２ 条例第18条第１項第１号の食品衛生法の規定による禁止で規則で定めるものは、同法第７条第

１項から第３項まで、第８条第１項（同法第62条第１項において準用する場合を含む。）および

同法第17条第１項（同法第62条第１項および第３項において準用する場合を含む。）の規定によ

る禁止とする。

（報告を要しない場合）

第18条 条例第18条第１項第１号の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とす

る。

(１) 他の生産者または食品等事業者が条例第18条第１項第１号に規定する違反の事実について

同項の規定により知事に報告したことを既に知っている場合

(２) 前号に規定する事実について、所属する団体が知事に報告したことを既に知っている場合

(３) 前２号に掲げるもののほか、第１号に規定する事実について知事が知っていることが明ら

かな場合
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２ 条例第18条第１項第２号の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(１) 他の生産者または食品等事業者が条例第18条第１項第２号に規定する情報（以下「健康被

害情報」という。）について同項の規定により知事に報告したことを既に知っている場合

(２) 健康被害情報について、所属する団体が知事に報告したことを既に知っている場合

(３) 前２号に掲げるもののほか、健康被害情報について知事が知っていることが明らかな場合

(４) 入手した健康被害情報が具体的な内容を明らかにするものでない場合

(５) 健康被害情報における流通食品等または自らが調理した食品（以下この項において「対象

食品等」という。）の摂取または使用に起因して生じたとする人の健康に係る被害（以下この

項において「健康被害」という。）に関し、対象食品等と当該健康被害との間に、摂取または

使用から健康被害に係る症状の発現までの経過時間その他の客観的事実に照らして因果関係が

ないと認められる場合

(６) 一のロット（一の期間内に一連の工程により均質性を有するように生産または製造等がさ

れた食品等の一群をいう。）を構成する流通食品等、同一の日に調理をして他の者に提供した

食品その他の一群を構成する対象食品等について健康被害を受けたとする者が複数存しないこ

とまたはその者のすべてが同居の家族その他の生活を共にする者であることその他の客観的事

実に照らして、当該対象食品等に起因して人の健康に係る被害が生じた蓋然性があるとはいえ

ない場合

（自主回収の着手時に報告すべき事項）

第19条 条例第19条第１項後段の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(１) 生産者または食品等事業者の氏名および住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名およ

び主たる事務所の所在地）

(２) 回収に係る流通食品等の生産または製造、加工もしくは輸入を行った施設、事業所その他

の場所の名称および所在地

(３) 回収に係る流通食品等の名称、商品名その他の当該流通食品等を特定できる情報

(４) 回収に係る流通食品等の流通の状況

(５) 回収を行う理由となった事実の内容および当該事実を把握した経緯

(６) 回収に係る流通食品等の摂取または使用に伴う人の健康に係る被害の有無および内容なら

びに被害の拡大の可能性

(７) 回収に着手した年月日

(８) 回収のために行う措置の内容
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(９) 回収した流通食品等について衛生上の危害を除去するために講ずる措置の内容

(10) 回収に係る問い合わせ先

(11) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

（報告の対象となる自主回収）

第20条 条例第19条第３項の自主回収で規則で定めるものは、次のいずれかに該当する自主回収と

する。

(１) 第17条第１項に規定する食品衛生法の規定または同条第２項に規定する食品衛生法の規定

による禁止に違反する事実があると考える場合に行う自主回収

(２) 自主回収に係る流通食品等について健康被害情報を入手した場合に行う自主回収

(３) 前２号に掲げるもののほか、条例第19条第１項に規定する生産者または食品等事業者以外

の生産者または食品等事業者が、人の健康に係る被害が生じるおそれがあると考える場合に行

う自主回収

２ 前項の規定は、同項各号に掲げる自主回収が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しな

い。

(１) 他の生産者または食品等事業者の要請を受けて行う自主回収その他の他の生産者または食

品等事業者が行う回収の一環として行う自主回収であるとき。

(２) その他知事が報告の必要がないと認める自主回収

（立入検査員証）

第21条 条例第31条第３項の証明書は、立入検査員証（別記様式第10号）によるものとする。

（審議会の会長）

第22条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３ 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職

務を代理する。

（会議）

第23条 審議会の会議は、会長が招集する。

２ 会長は、審議会の議長となる。

３ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。
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（関係者の出席）

第24条 審議会は、必要があるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求めて、その説明を受

け、または意見を聴くことができる。

（庶務）

第25条 審議会の庶務は、滋賀県健康福祉部において処理する。

（委任）

第26条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って

定める。

（その他）

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

付 則

この規則は、公布の日から施行する。

付 則（平成22年規則第28号）

この規則は、平成22年10月１日から施行する。

別表（第５条関係）

１ 自主衛

生管理責

任者に関

する事項

(１) 自主衛生管理に係る次のアからオまでに掲げる業務について、品質管理、

製造管理等の部門ごとの責任者（以下「部門責任者」という。）および部門責

任者を指揮し、当該業務を総括管理する責任者（以下「総括責任者」という。）

（以下これらを「自主衛生管理責任者」という。）が適切に置かれていること。

ア 手順書類（次項に規定する製品説明書、第３項第１号から第３号までに規

定する書類、同項第４号に規定する製品の表示に係る見本、第４項に規定す

る製造工程一覧図、第５項に規定する平面図、第６項第１号に規定する重要

工程管理表および第７項に規定する事故等処理手順書をいう。以下同じ。）

の作成および改善

イ 記録書類（手順書類に基づき作成し、または収集した記録その他の書類お

よび物件をいう。以下同じ。）の確認

ウ 従事者への手順書類の周知および従事者の教育訓練

エ 手順書類に基づく事務の実施状況の評価および当該事務に係る制度の見
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直し（以下これらを「内部検証」という。）

オ 食品衛生監視員（食品衛生法第30条第１項に規定する食品衛生監視員をい

う。）による自主衛生管理の状況の検査および指導（以下「外部検証」とい

う。）への対応

(２) 各自主衛生管理責任者について、次のアからウまでに掲げる事項を記載し

た書類が適切に作成されていること。

ア 役職および氏名

イ 総括責任者または部門責任者の別

ウ 自主衛生管理に係る担当業務の内容

２ 製品の

説明に関

する事項

製品ごとに、製品説明書（製品に関し次のアからキまでに掲げる事項を記載した

書類をいう。）が適切に作成されていること。

ア 製品の名称および当該製品の属する製品群の名称

イ 原材料の名称

ウ 添加物の名称（食品衛生法第11条第１項の規定に基づき使用の方法につい

て基準が定められた添加物にあっては、添加物の名称およびその使用量）

エ 容器包装の形態および材質

オ 製品の性状および規格

カ 消費期限または賞味期限および保存方法

キ 飲食または使用の方法

３ 製品の

表示に関

する事項

(１) 製品に表示する消費期限または賞味期限の根拠について、微生物試験また

は理化学試験および官能検査の結果に基づく科学的かつ合理的な期限設定で

あることを示す適切な書類があること。

(２) 製品の原材料について、次のアからキまでに掲げる書類があること。ただ

し、製品の性状に照らして必要がないと知事が認めたものについては、この限

りでない。

ア 製造等をした者を明らかにする書類

イ 分別生産流通管理証明書（食品衛生法施行規則第21条第１項第１号メ(１)

に規定する分別生産流通管理が行われた旨を証明する書類をいう。）（同号

メ(１)に規定する食品または加工食品（同条第14項第１号に規定する加工食
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品であるものを除く。以下これらを「遺伝子組換え食品」という。）を製品

（同号に規定する加工食品であるものを除く。）の原材料とする場合に限

る。）

ウ 遺伝子組換え食品の名称を明らかにする書類（遺伝子組換え食品（食品衛

生法施行規則第21条第16項に該当するものを除く。）を製品の原材料とする

場合に限る。）

エ 食品衛生法施行規則別表第６に掲げる食品またはこれに類するものとし

て知事が別に定める食品（以下これらを「特定原材料等」という。）の名称

を明らかにする書類（特定原材料等を原材料とする加工食品または特定原材

料等に由来する添加物（当該加工食品または添加物に特定原材料等の名称の

表示（食品衛生法施行規則第21条第17項に規定する送り状への記載を含む。

第４号において同じ。）がないものを除く。）を製品の原材料とする場合に

限る。）

オ 添加物の名称を明らかにする書類（食品衛生法施行規則第21条第１項第１

号ホに規定する添加物を原材料とする加工食品を製品の原材料とする場合

に限る。）

カ 添加物の製剤の原材料である添加物（着香の目的で使用されるものを除

く。）の名称および当該添加物の製剤における当該添加物の配合割合を明ら

かにする書類（添加物の製剤を製品の原材料とする場合に限る。）

キ アからカまでに掲げる書類の内容を確認した年月日および確認した者の

氏名を明らかにする書類

(３) 製品に栄養成分を表示する場合は、表示する栄養成分の分析結果等の科学

的な根拠を示す適切な書類があること。

(４) 製品ごとに、前各号に掲げる書類と整合する製品の表示に係る見本が適切

に作成されていること。

４ 製造等

の工程に

関する事

項

製品の属する製品群ごとに、製造工程一覧図（次のアからウまでに掲げる事項を

記載した書類をいう。）が適切に作成されていること。

ア 原材料の受入れから製品の出荷までの製造等の工程

イ 製造等に用いる機械器具の性能、仕様等
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ウ 製造等の工程における殺菌温度、保管温度、作業時間、添加物の使用量そ

の他の衛生管理に係る設定の内容

５ 施設お

よび設備

に関する

事項

製造等を行う施設の平面図（次のアからウまでに掲げる事項を記載した書類をい

う。）が適切に作成されていること。

ア 施設の構造および区画

イ 設備および機械器具の配置

ウ 作業内容に応じて区域ごとに設定した清潔さの度合いの区分

(１) 製品または製品群ごとおよび重要工程（製造等において食品等の安全性を

確保するため重点的に管理する工程をいう。以下同じ。）ごとに、次の表の左

欄に掲げる危害に関し、同表の右欄に掲げる工程を重要工程として、重要工程

管理表（次のアからクまでに掲げる事項を記載した書類をいう。次号において

同じ。）が適切に作成されていること。ただし、同表の右欄に掲げる工程のう

ち重要工程としないものについてその理由を明らかにした書類が作成されて

いる場合は、当該工程については、この限りでない。

危害 工程

病原微生物の残存

加熱もしくは紫外線等の照射により殺菌する工程、洗

浄および殺菌料等の使用により殺菌する工程または膜

ろ過等により除菌する工程

病原微生物の増殖 冷却もしくは冷凍をし、または発酵させる工程

油脂の劣化 油で揚げる工程

腐敗、変敗またはかび

の発生

塩漬け、燻（くん）煙、乾燥、密封、脱酸素等により

保存性を高める工程

異物の混入 金属探知機の使用、目視等により異物を排除する工程

６ 重要工

程管理に

関する事

項

ア 重要工程に係る具体的な作業の名称

イ 危害の原因となる物質およびその状態

ウ 危害の発生要因

エ 危害の防止措置

オ 独自設定基準（危害の防止措置の水準の許容限度に関し、数値等を用いて
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独自に定めた基準をいう。以下同じ。）およびその設定根拠

カ モニタリング（独自設定基準への適否を常時確認することをいう。以下同

じ。）に関する次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項

(ア) モニタリングに使用する機械器具、計器等

(イ) モニタリングの内容、実施頻度および実施担当者

(ウ) モニタリングの実施結果を記録する方法

キ 改善措置（独自設定基準からの逸脱がある場合に実施する措置をいう。以

下同じ。）に関する次の(ア)から(エ)までに掲げる事項

(ア) 独自設定基準からの逸脱があることにより影響を受けた製品に対す

る措置

(イ) 独自設定基準からの逸脱が生じた原因となった設備または機械器具

に対する措置

(ウ) 独自設定基準からの逸脱がある場合の連絡先ならびに(ア)および

(イ)に掲げる措置の実施担当者

(エ) (ア)および(イ)に掲げる措置の実施結果および独自設定基準からの

逸脱が生じた原因の調査結果を記録する方法

ク 検証（重要工程の管理が適切に機能していることを確認し、および評価す

ることをいう。）に関する次の事項

(ア) 確認する記録書類ならびに確認の頻度および担当者

(イ) 点検および校正をする機械器具および計器等の名称ならびに点検お

よび校正の頻度および担当者

(ウ) 独自設定基準、モニタリングの内容および改善措置の妥当性を評価す

るために実施する製品の検査等の内容、頻度および担当者

(２) 製品の性状に照らし、前号の表の右欄に掲げる工程でない工程を重要工程

とするときは、当該重要工程とする工程について、重要工程管理表が適切に作

成されていること。

７ 事故等

の処理手

順に関す

事故等処理手順書（設備もしくは機械器具、原材料または作業の手順の異常その

他の製品の製造等の工程における異常、製品の検査結果の不適合、消費者等から情

報を得た製品に関する異常その他の製品の安全性に関連する異常（以下「事故等」
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る事項 という。）の処理について、次のアからエまでに掲げる事項を記載した書類をいう。）

が適切に作成されていること。

ア 事故等の発生時の連絡および指示の体制

イ 事故等の探知から、被害の拡大を防止し、および再発を防止するための措

置の完了に至るまでの処理の流れ

ウ 製品の回収等の措置に関する次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項

(ア) 実施体制

(イ) 事故等の発生原因等の調査の方法、措置の対象となる製品の範囲の確

定の方法および出荷停止、回収、廃棄等の方法

(ウ) 関係機関への報告および消費者等への周知の方法

エ 事故等の処理の実施結果を記録する方法

８ 書類の

管理に関

する事項

(１) 手順書類および記録書類には、前各項に定めるもののほか、次に掲げる事

項が適切に記録されていること。

ア 手順書類にあっては、作成年月日および手順書類の作成をした者または手

順書類の内容の承認をした者が当該作成または承認をしたことを確認でき

る記録

イ 手順書類を変更した場合の変更年月日および変更した手順書類の作成を

した者または当該手順書類の内容の承認をした者が当該作成または承認を

したことを確認できる記録

ウ 記録書類に記録をすべき作業を実施した日時（記録すべき事項が作業を伴

わないものである場合にあっては、当該記録をした日時）ならびに記録をし

た者および当該記録の内容の確認をした者が当該記録または確認をしたこ

とを確認できる記録

(２) 次のアからカまでに掲げる場合に該当するときは、手順書類の内容等の見

直し、改善、追加等がされて適切に管理されていること。

ア 内部検証もしくは外部検証の結果または事故等の発生により、改善を要す

る事項が発見された場合

イ 施設、設備、機械器具、使用する水等を変更した場合

ウ 製造等の工程または製品の衛生を確保するために講ずる措置の内容を変
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更した場合

エ 原材料、添加物または容器包装を変更した場合

オ 製品の仕様（表示および内容量を含む。）を変更した場合

カ 新たな製品の製造等をする場合

(３) 記録書類は、適切に保存期間を定めて管理されていること。

９ 食品等

事業者に

関する事

項

認証を受けようとする食品等事業者が、次の各号のいずれかに該当する者でない

こと。

ア 条例第16条第１項第３号に規定する行政処分または条例第21条もしくは

第35条の規定による行政処分を受けた日から起算して２年を経過しない者

（当該行政処分が認証を受けようとする食品等事業者の故意または重大な

過失により生じたと認められる事実を理由とするものである場合に限る。）

イ 禁錮（こ）以上の刑に処せられ、または条例第16条第１項第３号に規定す

る法律の規定もしくは条例第33条もしくは第34条の規定により刑に処せら

れ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算し

て２年を経過しない者

注 この表に規定する書類は、知事が適当と認める場合にあっては、電磁的記録により作成する

ことができる。
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別 記

様式第１号（第７条関係）

滋滋滋賀賀賀県県県食食食品品品自自自主主主衛衛衛生生生管管管理理理

認認認 証証証 書書書

滋賀県食の安全・安心推進条例第 13 条第１項の規

定に基づき、高度な衛生管理が行われる工程として

次のとおり認証します。

認 証 番 号

氏名（法人の名称）

施 設 の 名 称

施 設 の所 在 地

業 種 （食 品 群 ）

有 効 期 間

条 件

年 月 日

滋賀県知事
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様式第２号（第７条関係）

滋賀県食品自主衛生管理認証書再交付申請書

年 月 日

（あて先）

滋賀県知事

申請者 住所

氏名

法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる

事務所の所在地

滋賀県食の安全・安心推進条例施行規則第７条第２項の規定に基づき、下記のとおり滋賀県食品自主衛生管理認証

制度認証書の再交付を申請します。

記

１ 認証に係る施設の名称および所在地

２ 認証に係る業種

３ 認証の年月日および番号

４ 亡失・き損の別および再交付が必要となった理由

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。
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様式第３号（第７条関係）

滋賀県食品自主衛生管理認証書書換交付申請書

年 月 日

（あて先）

滋賀県知事

申請者 住所

氏名

法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる

事務所の所在地

滋賀県食の安全・安心推進条例施行規則第７条第３項の規定に基づき、下記のとおり滋賀県食品自主衛生管理認証

制度認証書の書換交付を申請します。

記

１ 認証に係る施設の名称および所在地

２ 認証に係る業種

３ 認証の年月日および番号

４ 書換えに係る変更の内容および変更の生じた年月日

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。
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様式第４号（第８条関係）

滋賀県食品自主衛生管理認証（更新）申請書

年 月 日

（あて先）

滋賀県知事

申請者 住所

氏名

法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる

事務所の所在地

滋賀県食の安全・安心推進条例第 13 条第１項の規定に基づく認証を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

１ 認証を受けようとする工程に係る施設の名称および所在地

(1) 名称

(2) 所在地

２ 認証を受けようとする工程に係る業種

３ 食品群を限定した認証を受けようとする場合にあっては、当該食品群の名称

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。
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様式第５号（第 10 条関係）

注１ 図柄には、図柄の下半部の外周に沿って、「滋賀県食品自主衛生管理認証制度」、「セーフードしが」または「Ｓ－

ＨＡＣＣＰ」の文字を付加することができます。ただし、「Ｓ－ＨＡＣＣＰ」の文字を付加する場合は、図柄に加えて、

その隣接する場所に「滋賀県」および「認証」の文字を含む表示をしてください。

２ 図柄の配色は、知事が別に定めます。
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様式第６号（第 12 条関係）

滋賀県食品自主衛生管理認証変更承認申請書

年 月 日

（あて先）

滋賀県知事

申請者 住所

氏名

法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる

事務所の所在地

滋賀県食の安全・安心推進条例第 14 条の規定に基づき、下記のとおり認証工程に係る変更の承認を申請します。

記

１ 認証に係る施設の名称および所在地

２ 認証に係る業種

３ 認証の年月日および番号

４ 変更の内容

５ 変更しようとする年月日

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。
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様式第７号（第 13 条関係）

滋賀県食品自主衛生管理認証工程廃止・辞退届

年 月 日

（あて先）

滋賀県知事

申請者 住所

氏名

法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる

事務所の所在地

認証工程を廃止したので、 第１項

滋賀県食の安全・安心推進条例第 15 条 の規定に基づき、下記のとおり

認証を辞退したいので、 第２項

届け出ます。

記

１ 認証に係る施設の名称および所在地

２ 認証に係る業種

３ 認証の年月日および番号

４ 認証工程の廃止・認証の辞退の別

５ 認証工程を廃止し、または認証を辞退しようとする年月日

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。
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様式第８号（第 15 条関係）

食品等輸入業に関する届出書

年 月 日

（あて先）

滋賀県知事

届出者 氏名

住所

法人にあっては、名称、代表者の氏名および主た

る事務所の所在地

食品等の輸入について関税法第 67 条の規定による許可（第 73 条第１項の規定による承認）を受けましたので、滋

賀県食の安全・安心推進条例第 17 条第１項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

記

１ 名称（屋号等）：

２ 主たる事務所の所在地 所在地：

連絡先：

３ 主要な輸入品目

４ 業務の形態

輸入した食品等の利用方法 □ 小売り □ 卸売り □ 自社製品の原材料 □ その他

〔その他の場合の具体的内容 〕

５ 輸入をした食品等の県内にある主な保管場所の所在地（県内に保管場所がない場合は、県外にある保管場所のうち

主要なものの存する都道府県名および市名）

６ 備考

注 １ ３の表の「食品等の種類」は、必要に応じて空欄に適宜追加してください。

２ ４については、該当するすべての□にレ印を付してください。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。

食品等の種類 主な品目（一般的な名称）

農産物

畜産物

水産物

加工食品

器具・容器包装・おもちゃ
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様式第９号（第 15 条関係）

食品等輸入業廃止（変更）届出書

年 月 日

（あて先）

滋賀県知事

届出者 氏名

住所

法人にあっては、名称、代表者の氏名および主

たる事務所の所在地

食品等の輸入業を廃止（変更）しましたので、滋賀県食の安全・安心推進条例第 17 条第２項の規定に基づき、下記

のとおり届け出ます。

記

１ 廃止または変更の別 廃止 変更

２ 廃止し、または変更した年月日

３ 変更した場合にあっては、変更の内容

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。
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様式第 10 号（第 21 条関係）

（表）

立 入 検 査 員 証

第 号

所 属

職 名

氏 名

年 月 日生

上記の者は、滋賀県食の安全・安心推進条例（平成 21 年滋賀県条例第 90 号）第 31 条

の規定により立入検査を行うことができる職員であることを証明します。

年 月 日 発行

滋 賀 県 知 事 印

（
写
真
）

（裏）

滋賀県食の安全・安心推進条例 （抜粋）

（報告徴収および立入検査）

第 31 条 知事は、第 13 条から第 16 条までの規定の施行に必要な限度において、食品等事業者に対し、

その業務に関し必要な報告を求め、またはその職員に、事務所、事業所その他必要な場所に立ち入

らせ、関係者に質問させ、もしくは食品等、帳簿、書類、設備その他の物件を検査させることがで

きる。

２ 知事は、第 17 条の規定の施行に必要な限度において、食品等輸入事業者に対し、その業務に関し

必要な報告を求め、またはその職員に、事務所、事業所その他必要な場所に立ち入らせ、関係者に

質問させ、もしくは食品等、帳簿、書類、設備その他の物件を検査させることができる。

３ 前２項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があ

ったときは、これを提示しなければならない。

４ 第１項および第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して

はならない。

８ センチメートル

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

６

第１項

第２項


